
  厚生労働省 岐阜労働局 

派遣労働者と事業主向け 

 令和２年４月１日に、 

 派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた 

 改正労働者派遣法が施行されます。 
 

 「派遣労働者の同一労働同一賃金の制度内容がわからない」 

 「どのように制度導入の手順を進めていくのかわからない」 

 「派遣先の正社員との待遇差が気になる」といった悩みを持つ派遣労働者や事業主のために、 

 岐阜労働局に無料で相談できる「派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口」を設置します。 

無料相談窓口のご案内 

※ 法律の施行日（令和２年４月１日）前は、対応できる支援が限られる可能性があります。 
※ 雇用管理の改善に関する具体的な相談は、「ぎふ働き方改革推進支援センター」もご利用できます。 
※ 寄せられたご質問などに対しては、岐阜労働局の担当者がご説明します。 

地図と写真は、 
労働局で差し替え。 

下記電話番号から、来所日時をご予約ください。 
 

☎ ０５８-２４５-１３１２ 
(受付：平日８：３０~１７：１５) 

 
※ご予約後、裏面の「事前質問票」を相談日までにＦＡＸにて当室までご提出ください。 

お問い合わせ先 

無料相談窓口業務開始日：令和元年１０月１日 

＜アクセス＞ 
 

岐阜労働局 
「派遣労働者の均等・均衡待遇に係る 
特別相談窓口」 
  
〒５００－８７２３ 
 岐阜県岐阜市金竜町５－１３ 
  岐阜合同庁舎４階 
 

LL010708需01 



 

派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口 事前質問票 

 

※事前に相談日を予約の上、相談日までに FAXにてご提出ください。 

 

岐阜労働局職業安定部需給調整事業室 あて            令和  年  月  日 

送信先 （ＦＡＸ番号） ０５８（２４５）３１０５ 

 

相談者

氏名 
 

相談者

区分 

派遣元・派遣先 

派遣労働者 
連絡先  

派遣元  
派遣元

住所 
 

派遣元 

連絡先 
 

派遣先  
派遣先

住所 
 

派遣先

連絡先 
 

標題  
分類 

番号 
 

【分類番号】 

①比較対象労働者の情報提供、②比較対象労働者の範囲、③契約の締結の禁止、④派遣料金、⑤均衡待遇、 

⑥均衡待遇（基本給）、⑦均衡待遇（賞与）、⑧均衡待遇（手当）、⑨均衡待遇（福利厚生）、⑩均衡待遇（教育訓練）、 

⑪均等待遇、⑫混在事案、⑬労使協定方式、⑭労使協定方式（一般賃金）、⑮就業規則、⑯雇い入れ時の説明、 

⑰派遣時の説明、⑱待遇差の説明、⑲追加の情報提供、⑳その他 

相談内容 

相談日時     令和  年  月  日 午前・午後  時  分～ 

※以下、岐阜労働局使用欄 

※確定相談日時 令和  年  月  日 午前・午後  時  分～午前・午後  時  分 

※相談場所 通常ブース（  番窓口）雇均室会議室・４Ｂ会議室・その他（        ） 

※担当者    

※備考 

 

 

 

 

 


